
【ＰＴＡ会費の繰越金の充当について】 

臨時総会の書面表決書、第４号議案であるＰＴＡ会費の繰越金の一部充当についてご説明します。 

ここ２年間はコロナ禍によりＰＴＡ活動を縮小してきたため、繰越金が増加しております。 

そうした中、今年度の定期総会（書面表決）において「子どもたちのためになる物に使ってほしい」との会員ご意見があり、

学校と協議の結果、下記２点の購入を検討しています。 

今年度予算案にて予算計上がなされていませんので、今般の臨時総会にて、決議をとらせていただく運びとなりました。 

 

 

（ア）体育館暗幕購入       予算  約１２３万円 

⇒壇上のカーテンではなく、窓についている暗幕。 

 損傷が激しく、ガムテープ等で補修しながら使用してきましたが、少しの接触で破れる箇所などもあり、児童への安全面も 

 考慮して今回一式の購入を検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）給食当番用白衣購入     予算  約 26万円 

⇒ほつれ・破れなどを保護者の皆さまに補修していただきながら使用しておりますが、栄養士の神保先生にご相談の上、 

 替えストック用として下記見積りで購入を検討。 

 

 １着金額 １クラス合計（６着）  学年合計 

１・２年生 2,207 13,242 ×６クラス 79,452 

３・４年生 2,285 13,710 ×６クラス 82,260 

５・６先生 2,336 14,016 ×6 クラス 84,096 

なかよし 1年～6年分 1着ずつ 13,656 

  合 計    259,464 

以上 


